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(57)【要約】
【課題】画質の良好な超音波観察画像を得られ、挿入
性、操作性に優れた体腔内走査型超音波プローブを提供
すること。
【解決手段】超音波内視鏡１の先端硬性部１１には内視
鏡挿入方向に対して直交する方向に超音波を出射するよ
うに超音波出射面を配置した超音波振動子１７、超音波
振動子１７を覆う超音波透過性に優れた樹脂素材で形成
された保護キャップ１８、保護キャップ１８の外側に位
置して超音波振動子１７から出射された超音波を内視鏡
挿入方向である前方方向に反射させる、超音波出射面に
対して略４５°の角度で対向した反射面１９ａを有する
反射部１９が設けてある。反射部１９を備える先端硬性
部１１は、例えばステンレス鋼など耐強度性、生体適合
性に優れた金属若しくは樹脂素材で形成され、反射部１
９の各稜線には生体やバルーンに接触したとき傷をつけ
ることを防止する半径を大きめに設定したＲ面取り部１
９ｂが設けてある。



(2) 特開２００２－１４３１６６

10

20

30

40

50

1
【特許請求の範囲】
【請求項１】  少なくとも超音波振動子と、この超音波
振動子から出射される超音波を反射させる反射面を有す
る反射部と、前記超音波振動子を覆う保護キャップとを
有する超音波送受部を先端硬性部に設けた体腔内走査型
超音波プローブにおいて、
前記反射部を、前記超音波振動子を覆う保護キャップの
外側に、この超音波振動子の超音波出射面に対して略４
５°の角度に対向させて配置したことを特徴とする体腔
内走査型超音波プローブ。
【請求項２】  前記先端硬性部に、前記保護キャップの
基端部を配置する孔部を形成した請求項１記載の体腔内
走査型超音波プローブ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、体腔内に挿入して
超音波観察を行う際に使用される体腔内走査型超音波プ
ローブに関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、内視鏡の先端部に超音波探触子を
設けた超音波内視鏡や直腸へ挿入して超音波観察を行え
る直腸プローブ等、体腔内走査型超音波プローブが医学
的診断に用いられている。このような体腔内走査型超音
波プローブでは、対象部位や診断目的に応じてラジアル
走査やセクタ走査など様々な走査方式が用いられてい
る。
【０００３】前記体腔内走査型超音波プローブのなかで
もプローブ挿入方向に対して前方を走査するセクタ走査
方式のプローブに関しては構造上細径化が難しいという
問題があった。
【０００４】この問題に対処するため特開平１１－１３
７５５５号公報の超音波診断装置では図１２に示すよう
に反射体１０４の反射面１０４ａで、回転する超音波振
動子１０５によるラジアル走査面の一部を折り返して前
方に向け、前方セクタ走査を実現する構成の超音波内視
鏡が示されている。
【０００５】図に示すようにこの超音波内視鏡１０１の
先端硬性部１０２には保護キャップ１０３が糸巻き接着
部１０６により固定されている。この保護キャップ１０
３内には反射体である反射体１０４と超音波振動子１０
５とがを約４５°の角度で対向するように配置されてい
る。そして、前記糸巻き接着部１０６の基端側には図示
しないバルーンへ注排水を行うためのバルーン管路１０
７が開口しており、その基端側にはバルーンを装着する
ためのバルーン溝１０８が設けられている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記特
開平１１－１３７５５５号公報の超音波診断装置の構成
では図１３に示すように対象部位で反射して超音波振動
子１０５に入射する超音波１０９に加えて、前記反射面
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１０４ａで乱反射した超音波１１０が超音波振動子１０
５に入射してアーチファクトが発生してモニタ画面上に
表示される超音波画像の画質が劣化するという問題があ
った。また、前記超音波診断装置では体腔内走査型超音
波プローブの先端硬性部長が長くなって挿入性、操作性
が劣化するという問題があった。
【０００７】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので
あり、画質の良好な超音波観察画像を得られ、挿入性、
操作性に優れた体腔内走査型超音波プローブを提供する
ことを目的にしている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明の体腔内走査型超
音波プローブは、少なくとも超音波振動子と、この超音
波振動子から出射される超音波を反射させる反射面を有
する反射部と、前記超音波振動子を覆う保護キャップと
を有する超音波送受部を先端硬性部に設けた体腔内走査
型超音波プローブであって、前記反射部を、前記超音波
振動子を覆う保護キャップの外側に、この超音波振動子
の超音波出射面に対して略４５°の角度に対向させて配
置している。
【０００９】また、前記先端硬性部に、前記保護キャッ
プの基端部を配置する孔部を形成している。
【００１０】この構成によれば、保護キャップの外側に
位置する反射体で乱反射した超音波の一部だけが保護キ
ャップを通過して超音波振動子に到達するとともに、保
護キャップを通過する際に減衰させられるので、アーチ
ファクトが低減して超音波観察画像の画質が向上する。
また、保護キャップの基端部が先端硬性部の孔部に配置
されて先端硬性部長の短縮化を図れる。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。図１ないし図４は本発明の一実施
形態に係り、図１は超音波内視鏡システムの概略構成を
説明する図、図２は超音波内視鏡の挿入部先端部の拡大
図、図３は挿入部先端部の構成を説明する断面図、図４
は本実施形態の超音波内視鏡の作用を説明する図であ
る。
【００１２】図１に示すように超音波内視鏡システム
は、超音波診断装置として挿入部１０の先端硬性部１１
に超音波送受信部を設けた体腔内走査型超音波プローブ
（以下超音波内視鏡と略記する）１と、この超音波内視
鏡１に設けられている照明光学系に照明光を供給する図
示しない光源部や、超音波探触子から伝送される電気信
号を画像信号に処理する信号処理部等を備えた超音波観
測装置２と、この超音波観測装置２で生成された画像信
号を表示するモニタ３と、このモニタ３に表示された画
像を記録するビデオ装置やビデオプリンタからなる画像
記録装置４で主に構成されている。
【００１３】前記超音波内視鏡１は、体腔内に挿入され
る可撓性を有する挿入部１０と、挿入部１０の基端部に



(3) 特開２００２－１４３１６６

10

20

30

40

50

3
連結された把持部を兼ねた主操作部５と、この主操作部
５の後端に設けられ接眼部６を備え内部に図示しないサ
ーボモータ等の回転駆動源を配設した副操作部７と、前
記主操作部５の側部から延出して基端部に図示しない光
源部に着脱自在に接続される光源用コネクタ８ａを備え
た光源ケーブル８と、副操作部７の側部から延出して基
端部に超音波観測装置２の信号処理部に着脱自在に接続
される超音波用コネクタ９ａを備えた超音波コード９と
で主に構成されている。
【００１４】前記挿入部１０は、先端側から順に、硬質
な部材で形成された先端硬性部１１、上下方向に湾曲自
在な湾曲部１２、細長で柔軟なシースで形成された可撓
管部１３を連接して構成されている。
【００１５】前記主操作部５には処置具を体腔内に導く
図示しない処置具挿通用チャンネルの入り口となる処置
具挿入口５ａが設けられている。また、この主操作部５
には湾曲部１２を所望の方向に湾曲操作するための湾曲
操作ノブ５ｂや送気及び送水の操作を行うための送気・
送水ボタン５ｃ、吸引を行うための吸引ボタン５ｄ等が
設けられている。
【００１６】図２に示すように超音波内視鏡１の先端硬
性部１１には対物光学系を構成する観察窓１４、照明光
学系を構成する照明窓１５、処置具挿通用チャンネルの
開口１６が設けられている。
【００１７】また、前記先端硬性部１１には内視鏡挿入
方向に対して直交する方向に超音波を出射するように超
音波出射面を配置した超音波振動子１７、この超音波振
動子１７を覆うポリエチレン、ポリエーテルブロックア
ミド、ポリウレタン、ポリメチルペンテン等、超音波透
過性に優れた樹脂素材で形成された保護キャップ１８、
この保護キャップ１８の外側に位置して前記超音波振動
子１７から出射された超音波を内視鏡挿入方向である前
方方向に反射させる、超音波振動子１７の超音波出射面
に対して略４５°の角度で対向した反射面１９ａを有す
る反射部１９等で構成された超音波送受部２０が設けら
れている。
【００１８】そして、前記反射部１９を備える先端硬性
部１１は、例えばステンレス鋼など耐強度性、生体適合
性に優れた金属若しくは樹脂素材で形成され、前記反射
部１９の各稜線には生体やバルーンに接触したとき傷を
つけることを防止する半径を大きめに設定したＲ面取り
部１９ｂが設けてある。
【００１９】なお、前記処置具挿通用チャンネルの中心
軸は、前記反射面１９ａによる前方超音波走査面方向に
略一致するように形成されている。また、前記反射部１
９の基端部である、前記反射面１９ａ及び前記超音波振
動子１７より基端側には図示しないバルーンを装着する
ための環状のバルーン溝２１が形成されており、前記反
射部１９の反射面１９ａ以外の側面に設けたバルーン管
路開口２２を介してバルーン内への超音波伝達媒体の注
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排水が行われるようになっている。さらに、前記保護キ
ャップ１８内には超音波伝達媒体２３が充満されてい
る。
【００２０】図３に示すように前記保護キャップ１８の
基端部には前記先端硬性部１１への固定部となるパイプ
状の硬質部材で形成された保護キャップ固定部材２４が
取り付けられている。この保護キャップ固定部材２４
は、先端硬性部１１に形成されている透孔１１ａ内に配
置されるようになっており、この透孔１１ａに配置され
た保護キャップ固定部材２４は固定ネジ２５によって螺
合固定されるようになっている。
【００２１】つまり、前記保護キャップ固定部材２４の
側面所定位置には前記固定ネジ２５の雄ネジに螺合する
雌ネジ部を備えた透孔２４ａを形成する一方、前記先端
硬性部１１の側面所定位置には前記固定ネジ２５の頭部
が先端硬性部側面から突出することなく収納配置される
いわゆる座ぐり穴１１ｂを形成している。
【００２２】前記保護キャップ１８と保護キャップ固定
部材２４とは圧入と接着とによって接合されている。具
体的には、前記保護キャップ固定部材２４の先端部に設
けたテーパ部に外径寸法の大きな側に段差を形成して引
っ掛かり部を複数設けた、いわゆる竹の子状構造の保護
キャップ取付部２４ｃに接着剤を塗布した状態で保護キ
ャップ１８の基端部を圧入して一体的に固定している。
【００２３】前記保護キャップ１８内に配設される超音
波振動子１７は、ハウジング２６の先端部に固定保持さ
れており、このハウジング２６の基端部にはハウジング
２６を回転させる図示しないフレキシブルシャフトが連
結され、ハウジング軸部２６ａは滑り軸受２７によって
軸支されている。この滑り軸受２７は、前記固定ネジ２
５の先端面によって押圧固定されるようになっている。
【００２４】なお、前記保護キャップ固定部材２４の先
端部側側周面にはこの保護キャップ固定部材２４の外周
面と前記透孔１１ａの内周面との間の水密を図る第１の
Ｏリング３１を配置する環状溝２４ｂが形成されてい
る。
【００２５】また、前記固定ネジ２５の頭部側周面には
固定ネジ頭部外周面と座ぐり穴１１ｂの内周面との間の
水密を図る第２のＯリング３２を配置する環状溝２５ａ
が形成されている。
【００２６】さらに、前記保護キャップ１８と保護キャ
ップ固定部材２４との接合方法は圧入と接着とに限定さ
れるものではなく、インサート成形など保護キャップ１
８と保護キャップ固定部材２４との接合強度が十分得ら
れる接合方法であればよい。
【００２７】又、前記滑り軸受２７の略中央外周面には
前記固定ネジ２５の先端面が配置させる押圧平面２７ａ
が１つ又は複数、形成してある。なお、押圧平面２７ａ
は平面でなく、円筒形面であってもよい。
【００２８】上述のように構成した超音波内視鏡１の作
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用を説明する。まず、超音波内視鏡１を体腔内に挿入し
ていく。このとき、先端硬性部１１の先端から突出する
反射部１９の各稜線には適切なＲ面取り部１９ｂが設け
られているので、生体やバルーンを傷つけることなく、
スムーズに対象部位に向けて挿入されていく。
【００２９】次に、対象部位２９に対して超音波内視鏡
１の先端部を対峙させ、副操作部７内のモータの駆動力
をフレキシブルシャフトを介してハウジング２６に伝達
させて、超音波振動子１７を回転させた状態で超音波を
出射させる。
【００３０】すると、図４に示すように超音波振動子１
７から出射された超音波２８は、保護キャップ１８を透
過して、この保護キャップ１８の外側に配置されている
反射部１９の反射面１９ａで反射する。このとき、前記
超音波２８は、対象部位２９に向かって、つまり所定の
反射をして前方方向に向かって直進する超音波２８ａ
と、前記反射面１９ａで乱反射して前方方向と異なる方
向に向かって進む超音波２８ｂとになる。
【００３１】ここで、前記反射面１９ａで前方方向に向
かった超音波２８ａは、対象部位２９で反射され再び保
護キャップ１８を透過して超音波振動子１７に到達す
る。一方、前記反射面１９ａで乱反射された超音波２８
ｂの一部が再び超音波振動子１７に向かって戻ってくる
が、その超音波２８ｂの一部は保護キャップ１８で反射
されて一部の超音波２８ｂだけが保護キャップ１８を通
過して弱められて超音波振動子１７に達する。
【００３２】したがって、前記モニタ３の画面上には乱
反射して超音波振動子１７に再入射される超音波画像上
に発生するアーチファクトの要因となる超音波２８ｂの
少ない、つまり超音波画像上に発生するアーチファクト
の低減された対象部位２９で反射した超音波２８ａによ
る対象部位２９の超音波画像が表示される。
【００３３】このように、超音波を反射させる反射面を
有する反射部を、保護キャップの外側に配置したことに
よって、超音波画像上に発生するアーチファクトを低減
させて画質の向上した超音波画像を得ることができる。
【００３４】また、保護キャップの固定を先端硬性部内
で行えるように、保護キャップの基端部に先端硬性部内
に配置される保護キャップ固定部材を設けるとともに、
バルーン管路開口を反射面の側面に配置したことによっ
て先端硬性部より突出する硬質部長を短くすることがで
きる。このことによって、内視鏡の挿入性、操作性が向
上する。
【００３５】さらに、保護キャップ固定部材を硬質部材
で形成したことによって、この保護キャップ固定部材に
固定ネジと螺合する雌ネジ部を設けて必要十分な固定強
度で保護キャップを所定位置に固定配置することができ
る。
【００３６】又、保護キャップを保護キャップ固定部材
を介して固定することにより、保護キャップの素材に比
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較的柔らかい樹脂材料を使用することができる。このこ
とによって、樹脂材料の硬度差に関わらず超音波特性に
優れた素材を用いて超音波画像の更なる画質の向上を図
れる。
【００３７】また、滑り軸受に押圧平面を形成したこと
によって、固定ネジの先端面が押圧平面に面接触し、締
め付け力をさほど大きくすることなく、滑り軸受を確実
に押圧固定することができる。
【００３８】また、第１のＯリング及び第２のＯリング
を設けたことによって、保護キャップ内の超音波伝達媒
体の外部への流失を防止することができる。
【００３９】なお、本実施形態においては保護キャップ
１８及び滑り軸受２７の固定を固定ネジ２５によって固
定する構造を示しているが、図５のキャップ固定部材の
他の固定方法を説明する図に示すように前記保護キャッ
プ固定部材２４の側周面に雌ネジ部を有する透孔２４ａ
を形成する代わりに、雌ネジ部を省いた透孔２４ｄに係
入するピン３５と、このピン３５の固定及び水密状態を
確保する接着剤３６を用いて固定する構造であってもよ
い。
【００４０】また、前記保護キャップ１８を比較的柔ら
かな樹脂材料で形成して保護キャップ固定部材２４を介
して先端硬性部１１に一体的に固定する構成に対して、
図６の保護キャップの他の構成を説明する図に示すよう
に比較的固めである例えば高密度ポリエチレン樹脂素材
を用いて保護キャップ固定部を有する保護キャップ４０
を形成するようにしてもよい。
【００４１】つまり、前記保護キャップ４０先端側の超
音波が透過する部分を肉厚の薄い薄肉部４１として形成
し、前記先端硬性部１１の透孔１１ａ内に配置される基
端側を前記薄肉部４１より厚肉で保護キャップ固定部と
しての硬度を備えた厚肉部４２として形成する。この
際、滑り軸受２７を設ける代わりに前記ハウジング２６
に第３のＯリング３３を配置する環状溝２６ｂを形成
し、前記第３のＯリング３３でハウジング２６を軸支す
る。
【００４２】そして、ハウジング２６の基端部にフレキ
シブルシャフト４５を連結し、副操作部７内のモータの
駆動力によってハウジング２６を回転させるようにして
いる。また、前記厚肉部４２の外周面所定位置には第１
のＯリング３１を配置する環状溝４３及び固定ネジ２５
の先端面が当接する１つ又は複数の押圧平面４４が形成
してある。
【００４３】このように、保護キャップをやや硬めの樹
脂素材を用いて所定の肉厚で形成することによって、厚
肉部の押圧平面に固定ネジの先端面を押圧させて必要十
分な固定強度を得て保護キャップを固定して上述と同様
の作用及び効果を得ることができる。
【００４４】一方、図７の超音波送受部の他の構成を説
明する図に示すように本実施形態の超音波送受部２０Ａ
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7
は前記先端硬性部１１に反射面１９ａを有する反射部１
９を設ける代わりに、反射部材５１を配置する構成にし
ている。
【００４５】この際、反射部材５１を、ゴム等の弾性を
有する素材で構成する。このゴム系の素材としてはフィ
ラー等を混ぜ、その密度を高くしたものが望ましく、特
に反射面５１ａ近傍のフィラー密度が高くなるように形
成したものが望ましい。そして、先端硬性部１１と反射
部材５１とを接着、溶着、インサート成形などにより一
体的に結合する。前記反射部材５１は弾性を有するの
で、超音波内視鏡１を体腔内に挿入していくとき、反射
部材５１が生体に接触した場合、反射部材５１の弾性力
によって変形して生体が傷つけられることを防止するの
で、各稜線に設けるＲ面取り部５１ｂを前記Ｒ面取り部
１９ｂより小径にしている。
【００４６】このように、弾性を有する反射部材を先端
構成部に配置する構成にすることによって、反射部材の
各稜線に形成するＲ面取りを小さくして反射面の面積を
大きくすることができる。
【００４７】また、反射面の面積を同じ大きさに維持す
る構成を取る場合には反射部材を小型にして超音波内視
鏡の超音波送受部の小型化を図って先端硬性部の外径寸
法の細径化を図ることができる。
【００４８】このことにより、反射面の面積を変化させ
て、超音波画像の画質の向上を優先する構成、又は先端
硬性部の外径寸法の細径を優先する構成の超音波内視鏡
が得られる。
【００４９】なお、図８の反射部材の他の構成を説明す
る図に示すようにゴム素材で形成した反射部材５３の反
射面側に金属部材で形成した反射体５４を接着、インサ
ート成形等で一体に構成するようにしても同様の作用及
び効果を得られる。前記反射部材５３の各稜線には前記
Ｒ面取り部５１ｂと同様なＲ面取り部５３ａが設けてあ
る。
【００５０】図９の超音波送受部の別の構成を説明する
図に示すように本実施形態の超音波送受部２０Ｂは反射
部材６１の基端側にバネ部材６２の一端部を取り付け、
このバネ部材６２の他端部を前記先端硬性部１１に形成
した前記反射部材６１の一部を収納する収納空間部６３
に取り付けている。したがって、前記反射部材６１は、
バネ部材６２の付勢力によって先端硬性部１１に対して
進退自在になっている。
【００５１】また、前記反射部材６１の反射面６１ａの
反対側には段差部６１ｂが設けてある。この段差部６１
ｂを設けることによって、前記収納空間部６３の開口面
積に対して反射面６１ａをできるだけ大きく形成する構
成にしている。
【００５２】さらに、前記収納空間部６３の底部にはバ
ルーンへの注排水を行うためのバルーン管路６４の開口
６４ａが形成してある。なお、各々の部材の接合は溶
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接、接着などである。
【００５３】このことにより、超音波内視鏡１を体腔内
に挿入していくとき、反射部材６１が生体に接触した場
合、バネ部材６２が収縮して反射部材６１が収納空間部
６３側に移動して生体を傷つけることが防止される。こ
のため、上述と同様に各稜線のＲ面取りを小さくして反
射面６１ａの面積を大きくしたり、逆に反射面６１ａの
面積を同じ大きさに維持して超音波内視鏡１の先端硬性
部１１の外径寸法の小径化を図れる。
【００５４】図１０の超音波送受部のまた他の構成を説
明する図に示すように本実施形態の超音波送受部２０Ｃ
は反射部材７１の基端にガイド部材７２を設けるととも
に、このガイド部材７２の基端に細長なロッド棒７３の
先端部を接合している。このロッド棒７３の基端部は超
音波内視鏡１の主操作部５に延在し、図示しないレバー
を操作することによって前記反射部材７１が実線に示す
位置から破線に示す位置まで矢印に示すように進退移動
する構成になっている。
【００５５】前記ガイド部材７２の外周面には進退方向
に細長なガイド溝７２ａが形成されており、このガイド
溝７２ａには前記先端硬性部１１の外周面から突出した
ガイドピン７７が係入配置されている。このことによ
り、前記反射部材７１の反射面７１ａが超音波振動子１
７に対向した状態で反射部材７１が進退移動するように
なっている。
【００５６】また、前記先端硬性部１１には前記反射部
材７１が収まる収納スペース７５及び前記ガイド部材７
２が摺動自在に配置されるガイド部材配置孔と前記ロッ
ド棒７３を配置するガイド孔とを兼ねる透孔７６が形成
されている。この透孔７６の基端側には前記ロッド棒７
３を覆うチューブ体（不図示）が連結固定されており、
このチューブ体の基端部は主操作部５内に延在してい
る。
【００５７】なお、前記ガイドピン７７は、先端硬性部
１１に例えば接着によって固定されている。また、収納
スペース７５の底部にはバルーンへの注排水を行うため
のバルーン管路７９の開口７９ａが形成されている。
【００５８】このように、反射部材を先端構成部に対し
て突没自在に構成したことによって、適宜レバー操作し
て、反射部材を先端硬性部の収納スペースにから突出さ
れた状態と収納された状態にして３６０°全周走査と前
方走査とを切り替えることができる。このことにより、
１本の超音波内視鏡でより多くの症例に適用可能にな
る。
【００５９】また、反射部材を必要なときにだけ先端硬
性部の収納スペースから突出させて前方走査を行えるの
で、反射体の各稜線に形成するＲ面取りを小さくして上
述と同様の作用及び効果を得られる。
【００６０】なお、図１１のガイド部材の他の構成を説
明する図に示すように前記ガイド部材７２の基端側に環
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状溝７２ｂを形成し、この環状溝７２ｂに第４のＯリン
グ３４を配置する。そして、透孔７６の基端側に空気若
しくは油を充満させる図示しないチューブを連結し、こ
のチューブの基端部を主操作部５を通して図示しないポ
ンプに連結固定するようにしてもよい。
【００６１】このことによって、前記ポンプで空気圧若
しくは油圧を加減して、反射部材７１を先端硬性部１１
の収納スペース７５から突没させて上述と同様の作用及
び効果を得られる。
【００６２】なお、本発明は、以上述べた実施形態のみ
に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々変形実施可能である。
【００６３】［付記］以上詳述したような本発明の上記
実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【００６４】（１）少なくとも超音波振動子と、この超
音波振動子から出射される超音波を反射させる反射面を
有する反射部と、前記超音波振動子を覆う保護キャップ
とを有する超音波送受部を先端硬性部に設けた体腔内走
査型超音波プローブにおいて、前記反射部を、前記超音
波振動子を覆う保護キャップの外側に、この超音波振動
子の超音波出射面に対して略４５°の角度に対向させて
配置した体腔内走査型超音波プローブ。
【００６５】（２）前記先端硬性部に、前記保護キャッ
プの基端部を配置する孔部を形成した付記１記載の体腔
内走査型超音波プローブ。
【００６６】（３）前記反射部を構成する部品の少なく
とも一部は弾性体である付記１記載の体腔内走査型超音
波プローブ。
【００６７】（４）前記先端硬性部に前記反射部を収納
可能にする収納空間を設けた付記１記載の体腔内走査型
超音波プローブ。
【００６８】（５）バルーンを取り付けるための環状溝*
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*を有する体腔内走査型超音波プローブにおいて、前記バ
ルーンへの注排水を行う管路開口を、反射部の反射体の
ある面とは異なる側面に設けた体腔内走査型超音波プロ
ーブ。
【００６９】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、画
質の良好な超音波観察画像を得られ、挿入性、操作性に
優れた体腔内走査型超音波プローブを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１ないし図４は本発明の一実施形態に係り、
図１は超音波内視鏡システムの概略構成を説明する図
【図２】超音波内視鏡の挿入部先端部の拡大図
【図３】挿入部先端部の構成を説明する断面図
【図４】本実施形態の超音波内視鏡の作用を説明する図
【図５】キャップ固定部材の他の固定方法を説明する図
【図６】保護キャップの他の構成を説明する図
【図７】超音波送受部の他の構成を説明する図
【図８】反射部材の他の構成を説明する図
【図９】超音波送受部の別の構成を説明する図
【図１０】超音波送受部のまた他の構成を説明する図
【図１１】ガイド部材の他の構成を説明する図
【図１２】図１２及び図1３は従来例に係り、図１２は
挿入部先端部の構成を説明する断面図
【図１３】超音波内視鏡の作用を説明する図
【符号の説明】
１…超音波内視鏡
１１…先端硬性部
１７…超音波振動子
１８…保護キャップ１８
１９…反射部
１９ａ…反射面
１９ｂ…Ｒ面取り部

【図２】 【図３】 【図８】
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